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Ⅲ. シューズコントロール（「競技用靴に関する規程」ＷＡ:C12.1A参照） 

(1) 競技者はＷＡ承認シューズリスト（https://certcheck.worldathletics.org/）に掲載され、競技会使用解禁日を経過してお

り、当該種目での使用が認められているモデルを着用しなければならない。 

シューズリストに掲載されているモデルでも使用できない種目があるので特に注意すること 

(2) 承認シューズでも「開発段階の試作靴」（一般発売前のプロトタイプ）を使用する場合は、そのシューズを使用する競技会

をＷＡに申請しなければならない。 

(3) 使用したシューズが競技後にチェック対象となる場合がある。 

使用が認められていないシューズの着用が確認された場合は失格の対象となる。 

(4) 世界記録達成時や、その他、審判長が必要と判断した場合は当該シューズを回収し、詳細検査を実施するため検査機

関に送付する。詳細検査ではシューズが切断等される場合がある。 

競技者は競技に使用するシューズのモデル名を把握しておくこと 

 


